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(57)【要約】
【課題】本発明は、全ての発光素子を点灯できない場合
であっても、一部の発光素子を点灯することを可能とす
るストロボ装置および携帯機器を提供する。
【解決手段】直列接続される複数の発光素子３０、３１
、３２と、複数の発光素子３０、３１、３２を点灯駆動
する駆動手段３４と、蓄電素子６と、蓄電素子６に電力
を供給する電池電源７とを備えるストロボ装置１９にお
いて、駆動手段３４は、電池電源７の電力を蓄電素子６
に蓄電させる蓄電状態と、蓄電素子６が蓄電した電力を
全ての発光素子３０、３１、３２に供給する第１発光状
態と、蓄電素子６が蓄電した電力を一部の発光素子３０
、３１、３２に供給する第２発光状態とに切替可能に構
成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
直列接続される複数の発光素子と、複数の発光素子を点灯駆動する駆動手段と、蓄電素子
と、蓄電素子に電力を供給する電池電源とを備えるストロボ装置において、駆動手段は、
電池電源の電力を蓄電素子に蓄電させる蓄電状態と、蓄電素子が蓄電した電力を全ての発
光素子に供給する第１発光状態と、蓄電素子が蓄電する電力を一部の発光素子に供給する
第２発光状態とに切替可能に構成されることを特徴とするストロボ装置。
【請求項２】
駆動手段は、蓄電素子の蓄電している電力に応じて、第１発光状態と第２発光状態とを切
替えることを特徴とする請求項１に記載のストロボ装置。
【請求項３】
駆動手段は、発光素子の電流制限手段を有し、制限電流値は、電力が供給される発光素子
の数に応じて変化することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のストロボ装置。
【請求項４】
駆動手段は、蓄電素子の供給可能な電圧および予め定められた電圧を比較する比較器と、
全ての発光素子から一部の発光素子へと電力供給を切替えるスイッチとを有し、蓄電素子
の供給可能な電圧が予め定められた電圧以下となる場合に、スイッチは電力供給を切替え
ることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のストロボ装置。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のストロボ装置を備えることを特徴とする携帯機
器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直列接続される複数の発光素子と、複数の発光素子を点灯駆動する駆動手段
と、蓄電素子と、蓄電素子に電力を供給する電池電源とを備えるストロボ装置および携帯
機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図６に示すように、ストロボ装置１として、直列接続される複数の発光素子２、
３、４と、発光素子２、３、４を点灯駆動する駆動部５と、蓄電素子６と、蓄電素子６に
電力を供給する電池電源７と、インダクタ８、発振駆動手段１６、蓄電用比較器１７およ
びダイオード１８を有し且つスイッチング素子９のオンオフにより電池電源７から供給さ
れる電圧を昇圧させる昇圧チョッパ回路部１０と、分圧抵抗１１、１２とを備えるストロ
ボ装置１が知られている。
【０００３】
　かかるストロボ装置１は、カメラ部１３と共に制御部１４によって制御されるようにな
っており、蓄電状態において、制御部１４が蓄電用スイッチ１５をオンにすることで、電
池電源７は、昇圧チョッパ回路部１０における昇圧を介して電力を矢印ｉｂで示す経路で
蓄電素子６に供給する。
【０００４】
　より詳しく説明すると、昇圧チョッパ回路部１０の蓄電用比較器１７は、入力端子Ｉｎ
（－）に入力される分圧抵抗１１、１２の分圧電圧（蓄電素子６に蓄電されている電圧を
示す）をモニタしており、入力端子Ｉｎ（＋）に入力される蓄電素子６に蓄電すべき予め
定められた電圧値と前記分圧電圧とを比較して、分圧電圧が蓄電素子６に蓄電すべき予め
定められた電圧値以下である場合、発振駆動手段１６へハイ信号（Ｈ信号）を送出する。
そして、発振駆動手段１６は、蓄電用比較器１７からハイ信号を受け取っている間、スイ
ッチング素子９をオンとオフに連続切替することで、電池電源７から蓄電素子６に供給さ
れる電力を昇圧する。
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【０００５】
　一方、分圧電圧が蓄電素子６に蓄電すべき予め定められた電圧値を超えた場合、蓄電用
比較器１７は、発振駆動手段１６にロー信号（Ｌ信号）を送出し、発振駆動手段１６は、
蓄電用比較器１７からロー信号を受け取ることで、スイッチング素子９のオンとオフとの
連続切替を停止する。これにより、電池電源７から蓄電素子６に供給される電力の昇圧が
停止される。
【０００６】
　そして、制御部１４は、蓄電素子６が蓄電されている状態でカメラ部１３から複数の発
光素子２，３、４を発光するトリガ信号を受けると、蓄電用スイッチ１５をオフにし、駆
動部５にハイ信号を送出して駆動部５を駆動する。これにより、蓄電素子６は、矢印ｉａ
で示す経路で複数の発光素子２、３、４に電力を供給し、複数の発光素子２、３、４が蓄
電素子６からの電力の供給を受けて発光する（たとえば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－７７５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、図６に示すストロボ装置１のように、複数の発光素子２、３、４を直列に接
続すると、発光素子２、３、４の全てを発光するには、発光素子２、３、４の点灯電圧の
総和以上の電圧を印加する必要がある。したがって、発光素子２、３、４の発光に伴って
蓄電素子６の蓄電電圧が低下すると、発光素子２、３、４の全てを発光させることができ
なくなり、発光素子２、３、４を再度点灯させるためには、蓄電素子６を点灯電圧の総和
以上に充電する必要がある。そのため、発光素子２、３、４のうち一部の点灯で撮影に十
分な光量を確保できる撮影環境であっても、充電が完了しない限り発光素子２、３、４を
点灯することができないので、シャッターチャンスを逃してしまう場合がある。
【０００９】
　一方、複数の発光素子２、３、４を並列に接続する場合、複数の発光素子２、３、４を
直列に接続する場合に比べて点灯電圧は低くなるものの、複数の発光素子２、３、４の発
光電流は大きくなる。複数の発光素子２、３、４の発光電流を充足するには、部品を大型
化するか、部品点数を増やす必要があるが、特に、発光素子の数が多くなればなるほど、
部品の大型化または部品点数を増やす必要がある。
【００１０】
　よって、本発明は、斯かる事情に鑑み、全ての発光素子を点灯できない場合であっても
、一部の発光素子を点灯することを可能とするストロボ装置および携帯機器を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るストロボ装置は、直列接続される複数の発光素子と、複数の発光素子を点
灯駆動する駆動手段と、蓄電素子と、蓄電素子に電力を供給する電池電源とを備えるスト
ロボ装置において、駆動手段は、電池電源の電力を蓄電素子に蓄電させる蓄電状態と、蓄
電素子が蓄電した電力を全ての発光素子に供給する第１発光状態と、蓄電素子が蓄電した
電力を一部の発光素子に供給する第２発光状態とに切替可能に構成されることを特徴とす
る。
【００１２】
　斯かる構成によれば、駆動手段は、複数の発光素子のうち、全ての発光素子を点灯させ
る第１発光状態と、一部の発光素子を点灯させる第２発光状態とを切替える。これにより
、ストロボ装置の使用環境に応じて、全ての発光素子を発光する場合と一部の発光素子を
発光する場合とを切替えることができる。
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【００１３】
　また、請求項２記載の発明において、駆動手段は、蓄電素子の蓄電している電力に応じ
て、第１発光状態と第２発光状態とを切替えることが好ましい。
【００１４】
　斯かる構成によれば、駆動手段は、蓄電素子の蓄電電力を計測し、蓄電素子の電力が少
ない場合、第１発光状態から第２発光状態に切替える。
【００１５】
　また、請求項３記載の発明において、駆動手段は制限抵抗を有し、制限抵抗の抵抗値は
、電力が供給される発光素子の数に応じて変化させられることが好ましい。
【００１６】
　斯かる構成によれば、蓄電素子が一部の発光素子に電力を提供する場合、駆動手段は、
制限抵抗の抵抗値を変更することで、発光素子の発光する光量を変化させる。
【００１７】
　また、請求項４記載の発明において、駆動手段は、蓄電素子の供給可能な電圧および予
め定められた電圧を比較する比較器と、全ての発光素子から一部の発光素子へと電力供給
を切替えるスイッチとを有し、蓄電素子の供給可能な電圧が予め定められた電圧以下とな
る場合に、スイッチは電力供給を切替えることが好ましい。
【００１８】
　斯かる構成によれば、比較器は、蓄電素子の供給可能な電圧および予め定められた電圧
を比較し、比較の結果、蓄電素子の供給可能な電圧が予め定められた電圧以下となった場
合に、スイッチは、全ての発光素子へ供給している電力を一部の発光素子に供給する状態
に切替える。そして、スイッチは、一部の発光素子に電力を供給する状態に切替えるので
、蓄電素子の充電をせずとも、発光素子の点灯をすることができる。
【００１９】
　また、上記ストロボ装置は携帯機器に備えられる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上の如く、本発明に係るストロボ装置および携帯機器によれば、全ての発光素子を点
灯できない場合であっても、一部の発光素子を点灯することを可能とすることができると
いう優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係るストロボ装置を備える携帯機器の全体図であって、（
ａ）は斜視図、（ｂ）は異なる方向からの斜視図
【図２】同実施形態に係るストロボ装置における回路図
【図３】同実施形態に係るストロボ装置におけるタイムチャートであって、（ａ）は地点
イでの出力のタイムチャート、（ｂ）は地点ロでの電圧値のタイムチャート、（ｃ）は地
点トでの出力のタイムチャート、（ｄ）は地点ヘでの出力のタイムチャート、（ｅ）は地
点ハでの出力のタイムチャート、（ｆ）は地点ニでの出力のタイムチャート、（ｇ）は電
流値ｉａのタイムチャート、（ｈ）は発光素子の発光光量のタイムチャート
【図４】他の実施形態に係るストロボ装置における回路図
【図５】同実施形態に係るストロボ装置におけるタイムチャートであって、（ａ）は地点
チでの出力のタイムチャート、（ｂ）は地点リでの電圧値のタイムチャート、（ｃ）は地
点ワでの出力のタイムチャート、（ｄ）は地点ヲでの出力のタイムチャート、（ｅ）は地
点ヌでの出力のタイムチャート、（ｆ）は地点ルでの出力のタイムチャート、（ｇ）は電
流値ｉａのタイムチャート、（ｈ）は発光素子の発光光量のタイムチャート
【図６】従来におけるストロボ装置における回路図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係るストロボ装置および携帯機器における一実施形態について、図１～
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図５を参酌して説明する。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係るストロボ装置１９を有する携帯機器２０は、ＬＥ
Ｄフラッシュ機能とデジタルカメラ機能とを搭載した携帯電話機である。携帯機器２０は
、第１本体２１と、折り畳み自在とすべく、ヒンジ機構２２を介して第１本体２１と連結
されている第２本体２３とを備える。
【００２４】
　第１本体２１には、携帯機器２０を折り畳んだ際の内面側に、数字キーなどによって構
成されて携帯機器２０の操作の入力を行う操作キー部２４と、送話音声を入力するマイク
２５とが設けられている。また、第１本体２１には、携帯機器２０を折り畳んだ際の外面
側に、着信状態などを通知するサウンダ２６が設けられている。
【００２５】
　第２本体２３には、携帯機器２０を折り畳んだ際の内面側に、受話音声を出力するスピ
ーカ２７と、文字や画像を表示する第１ディスプレイ２８とが設けられている。また、第
２本体２３には、携帯機器２０を折り畳んだ際の外面側に、第１ディスプレイ２８と同様
に文字や画像を表示する第２ディスプレイ２９と、光を放射する複数の発光素子（第１発
光素子３０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２）と、被写体で反射した光（発
光素子３０、３１、３２の光や太陽光等の光）を集光する光学系３３とが設けられている
。
【００２６】
　図２は、携帯機器２０の回路図を示す。携帯機器２０は、ストロボ装置１９の回路とし
て、上記した発光素子３０、３１、３２の他に、発光素子３０、３１、３２を点灯駆動す
る駆動手段３４と、蓄電素子６と、蓄電素子６に電力を供給する電池電源７と、電圧を昇
圧させる昇圧チョッパ回路部１０と、分圧抵抗１１、１２とを備える。また、携帯機器２
０は、光学系３３で集光した光を受光する撮像素子（図示していない）を有して撮像可能
なカメラ部１３と、カメラ部１３およびストロボ装置１９を制御する制御部１４とを備え
る。本実施形態において、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２
は、それぞれ（白色）ＬＥＤとする。また、第１発光素子３０、第２発光素子３１および
第３発光素子３２は、蓄電素子６に対して直列に接続されている。
【００２７】
　昇圧チョッパ回路部１０は、電力を蓄積するためのインダクタ（チョークコイル）８、
電流の継続と遮断（スイッチング）とを行うスイッチング素子９、発振駆動手段１６、蓄
電用比較器（オペアンプ）１７、および電流の逆流（蓄電素子６から昇圧チョッパ回路部
１０に向かって流れる電流）を阻止するためのダイオード１８を有する。
【００２８】
　発振駆動手段１６は、その出力端子が、スイッチング素子９のゲートに接続されている
。スイッチング素子９は、たとえばＣＭＯＳであり、アースに接続されるソースと、イン
ダクタ８およびダイオード１８に接続されるドレインとを有する。
【００２９】
　蓄電用比較器１７は、蓄電素子６に蓄電すべき予め定められた電圧値を持つ端子に接続
される入力端子Ｉｎ（＋）と、分圧抵抗１１、１２に接続される入力端子Ｉｎ（－）と、
発振駆動手段１６に接続される出力端子とを有する。
【００３０】
　ストロボ装置１９の駆動手段３４は、電池電源７の電力を蓄電素子６に蓄電させる蓄電
状態と、蓄電素子が蓄電した電力を全ての発光素子に供給する第１発光状態と、蓄電素子
６が蓄電した電力を一部の発光素子に供給する第２発光状態とに切替可能に構成される。
そのため、駆動手段３４は、駆動部３５、第１発光用比較器３６、第２発光用比較器３７
、第１ＡＮＤゲート３８、第２ＡＮＤゲート３９、第１発光制御スイッチ４０（ＣＭＯＳ
）、第２発光制御スイッチ４１（ＣＭＯＳ）、および蓄電用スイッチ４２（ＣＭＯＳ）を
有する。駆動部３５は、制御部１４および発光素子３０、３１、３２に接続され、その内
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部に、発光素子３０、３１、３２へ流れる電流値を決定する制限抵抗（図示しない）を有
する。
【００３１】
　第１発光用比較器３６は、複数の発光素子（第１発光素子３０、第２発光素子３１およ
び第３発光素子３２）の点灯電圧の総和となる電圧値を持つ端子に接続される入力端子Ｉ
ｎ（＋）と、分圧抵抗１１、１２に接続される入力端子Ｉｎ（－）と、第１ＡＮＤゲート
３８の入力端子に接続される出力端子とを有する。
【００３２】
　第２発光用比較器３７は、複数の発光素子のうち、一部の発光素子（第２発光素子３１
および第３発光素子３２）の点灯電圧の総和となる電圧値を持つ端子に接続される入力端
子Ｉｎ（＋）と、分圧抵抗１１、１２に接続される入力端子Ｉｎ（－）と、第２ＡＮＤゲ
ート３９の入力端子に接続される出力端子とを有する。
【００３３】
　第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光用比較器３６に接続される一方の入力端子と、制御
部１４に接続される他方の入力端子とを有し、第１発光制御スイッチ４０のゲートに接続
する出力端子を有する。第２ＡＮＤゲート３９は、第２発光用比較器３７に接続される一
方の入力端子と、制御部１４に接続される他方の入力端子と、第２発光制御スイッチ４１
のゲートに接続される出力端子とを有する。
【００３４】
　第１発光制御スイッチ４０は、第１発光素子３０と並列に接続されており、ドレインが
蓄電素子６に接続され、ソースが第２発光素子３１に接続されており、自身がオンするこ
とで第１発光素子３０を迂回して、第２発光素子３１および第３発光素子３２に電力を供
給するように接続されている。第２発光制御スイッチ４１は、第２発光素子３１と並列に
接続されており、ドレインが第１発光制御スイッチ４０のソースに接続され、ソースが第
３発光素子３２に接続されており、自身がオンすることで第２発光素子３１を迂回して、
第３発光素子３２に電力を供給するように接続されている。
【００３５】
　蓄電用スイッチ４２は、ゲートが制御部１４に接続されており、ドレインが電池電源７
に接続され、ソースがインダクタ８に接続されており、自身がオンすることで電池電源７
の電力をインダクタ８に供給するように接続されている。
【００３６】
　なお、本実施形態において、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子
３２は、一例として、それぞれ１Ｖの点灯電圧を有し、それぞれの順方向電圧降下は、１
Ｖｆとなる。それゆえに、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２
の点灯電圧の総和は３Ｖとなり、順方向降下電圧の総和は３Ｖｆとなる（図３（ｂ）、符
号ｅ参照）。また、蓄電素子６の蓄電すべき予め定められた電圧値を４Ｖｆとし、第１発
光用比較器３６の入力端子Ｉｎ（＋）に接続される端子の電圧値を３Ｖｆ、第２発光用比
較器３７の入力端子Ｉｎ（＋）に接続される端子の電圧値を２Ｖｆとする。
【００３７】
　本実施形態に係るストロボ装置１９および携帯機器２０の構成については以上の通りで
あり、次に本実施形態に係るストロボ装置１９および携帯機器２０の動作について図２お
よび図３を参酌して説明する。
【００３８】
　図３は、同実施形態に係るストロボ装置におけるタイムチャートであって、（ａ）は地
点イでの出力のタイムチャート、（ｂ）は地点ロでの電圧値のタイムチャート、（ｃ）は
地点トでの出力のタイムチャート、（ｄ）は地点ヘでの出力のタイムチャート、（ｅ）は
地点ハでの出力のタイムチャート、（ｆ）は地点ニでの出力のタイムチャート、（ｇ）は
電流値ｉａのタイムチャート、（ｈ）は発光素子の発光光量のタイムチャートを示す。
【００３９】
　時刻ｔ０において、ストロボ装置１９は、蓄電素子６への蓄電を開始する蓄電状態にな
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る。蓄電状態になると、駆動手段３４は、電池電源７の電力を蓄電素子６に蓄電させる。
【００４０】
　制御部１４は、蓄電用スイッチ４２にハイ信号を送出して、地点イにおける出力をロー
からハイにする。蓄電用スイッチ４２が制御部１４から送出されるハイ信号を受けてオン
になることで、電池電源７は、蓄電用スイッチ４２および昇圧チョッパ回路部１０を通し
て、蓄電素子６に電力を供給する。すなわち、矢印ｉｂの電流が、電池電源７から、蓄電
用スイッチ４２、ダイオード１８、蓄電素子６へと流れる。昇圧チョッパ回路部１０は、
インダクタ８およびスイッチング素子９を利用して、電池電源７から提供される電力の昇
圧を開始し、昇圧された電力を蓄電素子６に供給する。
【００４１】
　昇圧チョッパ回路部１０において、蓄電用比較器１７は、入力端子Ｉｎ（＋）に入力さ
れる、蓄電素子６に蓄電すべき予め定められた電圧値４Ｖｆと、入力端子Ｉｎ（－）に入
力される地点ロの分圧抵抗１１、１２の電圧値とを比較している。なお、地点ロの電圧値
は、蓄電素子６に実際に蓄電されている電力の分圧電圧値を示す。
【００４２】
　時刻ｔ０では、地点ロにおける電圧値が０Ｖｆであり、４Ｖｆよりも低いので、蓄電用
比較器１７は、発振駆動手段１６に対してハイ信号を送出し、地点トにおける出力をハイ
にする。発振駆動手段１６は、蓄電用比較器１７からのハイ信号を受けて、スイッチング
素子９のオンとオフとを連続で切替えて、インダクタ８に流れる電荷を昇圧する。
【００４３】
　時刻ｔ１において、蓄電素子６は、電圧Ｖｃ（本実施形態においては４Ｖｆ）となるま
で電力を蓄電している。蓄電用比較器１７は、入力端子Ｉｎ（－）に、地点ロにおける４
Ｖｆを超える電圧値が入力されると、発振駆動手段１６にロー信号を送出し、地点トの出
力をハイからローにする。発振駆動手段１６は、ロー信号を受け取って、スイッチング素
子９のオンとオフとの連続切替を停止して、昇圧チョッパ回路部１０の昇圧動作を停止す
る。これにより、蓄電素子６は、電圧値４Ｖｆを超える電力の蓄電を停止する。
【００４４】
　時刻ｔ２において、携帯機器２０の撮像ボタンが操作されたとして、ストロボ装置１９
は、発光素子３０、３１、３２を発光する第１の発光状態になる。第１の発光状態になる
と、駆動手段３４は、全ての発光素子３０、３１、３２に蓄電素子６の蓄電している電力
を供給する。
【００４５】
　すなわち、カメラ部１３が制御部１４にストロボを発光する信号を送出すると、制御部
１４は、ストロボ装置１９の蓄電状態を停止すべく、蓄電用スイッチ４２に対してロー信
号を送出して、地点イにおける出力をハイからローにする。蓄電用スイッチ４２は、制御
部１４からのロー信号を受け取ってオフになり、電池電源７と蓄電素子６との接続を遮断
する。そして、制御部１４は、駆動手段３４を駆動すべく、駆動部３５、第１ＡＮＤゲー
ト３８、および第２ＡＮＤゲート３９にハイ信号を送出して、地点ヘの出力をローからハ
イにする。
【００４６】
　駆動部３５は、制御部１４からのハイ信号を受けて、蓄電素子６から第１発光素子３０
、第２発光素子３１および第３発光素子３２へ電力を供給する回路を点灯駆動する。回路
が点灯駆動されることで、蓄電素子６は、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第
３発光素子３２へ蓄電している４Ｖｆの電力の供給を開始する。また、駆動部３５が有す
る制限抵抗（図示しない）には、電流値ｉａ（本実施形態においては５００ｍＡ）が流れ
る。なお、蓄電素子６が第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２に
電力を供給することで、地点ロの電圧値が４Ｖｆを下回ることとなる。蓄電用比較器１７
は、地点ロから４Ｖｆを下回る電圧値を得るので、発振駆動手段１６にハイ信号を送出し
て発振駆動手段１６を起動する。しかしながら、蓄電用スイッチ４２がオフになっている
ので、昇圧チョッパ回路部１０には電池電源７から電力が供給されず、蓄電素子６に昇圧
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された電力を供給しない。
【００４７】
　蓄電素子６から供給される電力は、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発
光素子３２に提供され、電流が矢印ｉａ１の回路を流れるので、ストロボ装置１９が発光
する光量は、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２の３つの発光
素子が発光する光量となる。
【００４８】
　時刻ｔ３において、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２が発
光して電力を消費し続けていることで、蓄電素子６に蓄電されている電力の電圧値は３Ｖ
ｆまで落ちる。すなわち、蓄電素子６が蓄電している電力の電圧値は、第１発光素子３０
、第２発光素子３１および第３発光素子３２の点灯電圧の総和と等しくなる（図３（ｂ）
ｅ参照）。このとき、ストロボ装置１９は、発光素子３０を消灯し、発光素子３１、３２
を発光する第２の発光状態になる。第２の発光状態になると、駆動手段３４は、発光素子
３１、３２に蓄電素子６の蓄電している電力を供給する。
【００４９】
　第１発光用比較器３６は、地点ロから得られる電圧３Ｖｆと、入力端子Ｉｎ（＋）に入
力されている電圧３Ｖｆとが等しくなるので、ハイ信号を第１ＡＮＤゲート３８に送出す
る。第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光用比較器３６から得られるハイ信号と、制御部１
４から得られるハイ信号とから、第１発光制御スイッチ４０に対してハイ信号を出力して
地点ハの出力をローからハイにする。
【００５０】
　第１発光制御スイッチ４０がハイ信号を受け取ってオンになることで、電流は、矢印ｉ
ａ２のように、第１発光制御スイッチ４０、第２発光素子３１、第３発光素子３２、およ
び駆動部５を流れる。ストロボ装置１９が発光する光量は、第２発光素子３１および第３
発光素子３２の２つの発光素子が発光する光量となり、時刻ｔ２における光量と比べて２
／３の光量になる。
【００５１】
　時刻ｔ４において、第２発光素子３１および第３発光素子３２が発光して電力を消費し
続けていることで、蓄電素子６に蓄電されている電力の電圧値は、第２発光素子３１およ
び第３発光素子３２の点灯電圧の総和２Ｖｆと等しくなる。第２発光用比較器３７は、地
点ロから得られる電圧値２Ｖｆと入力端子Ｉｎ（＋）に入力される電圧値２Ｖｆとが等し
くなることで、第２ＡＮＤゲート３９にハイ信号を送出する。
【００５２】
　第２ＡＮＤゲート３９は、第２発光用比較器３７から得られるハイ信号と、制御部１４
から得られるハイ信号とから、第２発光制御スイッチ４１に対してハイ信号を出力して、
地点ニにおける出力をローからハイにする。第２発光制御スイッチ４１は、ハイ信号を受
け取ることでオンになり、第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光制御スイッチ４０からハイ
信号を受け取り続けているのでオンのまま変わらない。
【００５３】
　第２発光制御スイッチ４１がオンになることで、蓄電素子６から供給される電流は、矢
印ｉａ３のように、第１発光制御スイッチ４０、第２発光制御スイッチ４１、第３発光素
子３２、および駆動部３５を流れることになる。ストロボ装置１９が発光する光量は、第
３発光素子３２の１つの発光素子が発光する光量となり、時刻ｔ２における光量と比べて
１／３、時刻ｔ３における光量と比べて１／２になる（蓄電素子６が蓄電した電力を一部
の発光素子に供給する状態という点では、第２の発光状態であるが、光量がさらに低下す
るという意味で、第３の発光状態という）。
【００５４】
　時刻ｔ５において、第３発光素子３２が発光して電力を消費し続けていることで、蓄電
素子６に蓄電されている電力の電圧値は、第３発光素子３２の点灯電圧と等しい１Ｖｆに
なる。
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【００５５】
　蓄電素子６の蓄電電圧が１Ｖｆ未満になると、蓄電素子６から第３発光素子３２に供給
可能な電圧は、第３発光素子３２の点灯電圧１Ｖｆを下回ってしまうので、第３発光素子
３２は発光しなくなる。そこで、制御部１４は、電池電源７から蓄電素子６に電力を供給
して蓄電状態にするために、蓄電用スイッチ４２にハイ信号を送出して、地点イの出力を
ハイにする。また、制御部１４は、駆動部３５、第１ＡＮＤゲート３８、および第２ＡＮ
Ｄゲート３９にロー信号を送出して、地点への出力をハイからローにする。
【００５６】
　蓄電用スイッチ４２は、ハイ信号を受けて電池電源７と蓄電素子６とを接続する回路を
オンにし、駆動部３５は、ロー信号を受けて蓄電素子６と、第１発光素子３０、第２発光
素子３１および第３発光素子３２とを接続する回路をオフにする。同様に、第１ＡＮＤゲ
ート３８および第２ＡＮＤゲート３９は、ロー信号を受けてそれぞれ第１発光制御スイッ
チ４０および第２発光制御スイッチ４１にロー信号を送出して、地点ハおよび地点ニにお
ける出力を共にハイからローにする。第１発光制御スイッチ４０および第２発光制御スイ
ッチ４１は、それぞれロー信号を受けることで、オフになる。
【００５７】
　蓄電素子６は、時刻ｔ０における場合と同様に、電池電源７から供給される、昇圧チョ
ッパ回路部１０で昇圧される電力を蓄電する。なお、電池電源７から蓄電素子６への蓄電
におけるその他の各構成の作用は、時刻ｔ０における場合と同様であるので、ここでは説
明を省略する。
【００５８】
　時刻ｔ６において、蓄電素子６の蓄電途中でカメラ部１３から発光素子を発光する信号
が入力されると想定して、ストロボ装置１９は、蓄電素子６の蓄電を中止して発光素子を
発光する。制御部１４は、カメラ部１３からストロボを発光する信号を受けて、蓄電用ス
イッチ４２にロー信号を送出して、地点イにおける出力をハイからローにする。蓄電用ス
イッチ４２は、ロー信号に応じて、電池電源７と蓄電素子６を接続する回路をオフにする
。
【００５９】
　また、制御部１４は、駆動部３５、第１ＡＮＤゲート３８、および第２ＡＮＤゲート３
９にハイ信号を送出して、地点ヘにおける出力をローからハイにする。
【００６０】
　この時点で、蓄電素子６には電圧値３Ｖｆの電力が蓄電されており、第１発光用比較器
３６は、地点ロから得られる３Ｖｆの電圧値と入力端子Ｉｎ（＋）から得られる３Ｖｆと
から、ハイ信号を第１ＡＮＤゲート３８に供給する。第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光
用比較器３６から得られるハイ信号と制御部１４から得られるハイ信号とから、第１発光
制御スイッチ４０にハイ信号を送出し、地点ハにおける出力をローからハイにする。第１
発光制御スイッチ４０は、ハイ信号を受け取ることでオンになり、蓄電素子６から供給さ
れる電力を第２発光素子３１および第３発光素子３２に供給する。すなわち、矢印ｉａ２
のように、蓄電素子６から供給される電流は、第１発光制御スイッチ４０、第２発光素子
３１、第３発光素子３２、および駆動部３５を流れる。ストロボ装置１９が発光する光量
は、第２発光素子３１および第３発光素子３２の２つの発光素子が発光する光量となり、
３つの発光素子が発光する光量と比べて、２／３になる。
【００６１】
　時刻ｔ７において、第２発光素子３１および第３発光素子３２が電力を消費し続けてい
ることで、蓄電素子６に蓄電されている電力の電圧値は、第２発光素子３１および第３発
光素子３２の点灯電圧の総和２Ｖｆと等しくなる。第２発光用比較器３７は、地点ロから
得られる電圧値２Ｖｆと入力端子Ｉｎ（＋）に入力される電圧値２Ｖｆが等しくなるので
、ハイ信号を第２ＡＮＤゲート３９に送出する。
【００６２】
　第２ＡＮＤゲート３９は、第２発光用比較器３７から得られるハイ信号と制御部１４か
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ら得られるハイ信号とから、第２発光制御スイッチ４１に対してハイ信号を出力し、地点
ニにおける出力をローからハイにする。第２発光制御スイッチ４１は、ハイ信号を受け取
ることでオンになり、第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光制御スイッチ４０からハイ信号
を受け取り続けているのでオンのまま変わらない。
【００６３】
　第２発光制御スイッチ４１がオンになることで、蓄電素子６から供給される電流は、矢
印ｉａ３のように、第１発光制御スイッチ４０、第２発光制御スイッチ４１、第３発光素
子３２、および駆動部３５を流れる。ストロボ装置１９が発光する光量は、第３発光素子
３２の１つの発光素子が発光する光量となり、全ての発光素子が発光する場合と比べて１
／３、時刻ｔ６における光量と比べて１／２になる。
【００６４】
　時刻ｔ８において、第３発光素子３２が電力を消費し続けていることで、蓄電素子６に
蓄電されている電力の電圧値は、第３発光素子３２の点灯電圧１Ｖｆと等しくなる。以後
の蓄電状態への移行については、上述の時刻ｔ５での状態と同じであるので、ここでは説
明を省略する。
【００６５】
　そして、時刻ｔ９において、蓄電素子６が電圧値４Ｖｆとなるまで電力を蓄電すると、
蓄電用比較器１７は、地点ロにおける電圧値が入力端子Ｉｎ（＋）から得られる電圧値４
Ｖｆを超えるので、ロー信号を発振駆動手段１６に送出し、地点トの出力をハイからロー
にする。発振駆動手段１６は、ロー信号を受け取って、スイッチング素子９のオンとオフ
との連続切替を停止し、昇圧チョッパ回路部１０の昇圧を停止する。これにより、蓄電素
子６は、電圧値４Ｖｆを超える電力の蓄電を停止する。
【００６６】
　以上より、本実施形態に係るストロボ装置１９によれば、蓄電素子６の供給可能な電圧
値に応じて発光する発光素子３０、３１、３２の数を変更できるので、撮影タイミングを
逃すことなく発光素子３０、３１、３２を発光させることができる。したがって、発光素
子３０、３１、３２の発光できない時間を短縮できる。また、蓄電素子６の容量を大きく
せずとも発光素子３０、３１、３２を発光させることができるので、部品を大型化する必
要がない。
【００６７】
　図４は、他の実施形態に係るストロボ装置４３および携帯機器２０における回路図を示
す。本実施形態にかかるストロボ装置４３は、地点ヌおよび地点ルにおける信号が駆動部
３５に入力される点で図２のストロボ装置１９と異なっている。また、駆動部３５内に設
けられる制限抵抗は、可変抵抗となっている。
【００６８】
　本実施形態に係るストロボ装置４３の構成については以上の通りであり、次に本実施形
態に係るストロボ装置４３の動作について図１、図４、および図５を参酌して説明する。
【００６９】
　図５は、同実施形態に係るストロボ装置におけるタイムチャートであって、（ａ）は地
点チでの出力のタイムチャート、（ｂ）は地点リでの電圧値のタイムチャート、（ｃ）は
地点ワでの出力のタイムチャート、（ｄ）は地点ヲでの出力のタイムチャート、（ｅ）は
地点ヌでの出力のタイムチャート、（ｆ）は地点ルでの出力のタイムチャート、（ｇ）は
電流値ｉａのタイムチャート、（ｈ）は発光素子の発光光量のタイムチャートを示す。
【００７０】
　時刻ｔ０において、ストロボ装置４３は、蓄電素子６への蓄電を開始する蓄電状態にな
る。蓄電状態になると、駆動手段３４は、電池電源７の電力を蓄電素子６に蓄電させる。
制御部１４は、蓄電用スイッチ４２にハイ信号を送出して、地点チにおける出力をローか
らハイにする。蓄電用スイッチ４２が制御部１４から送出されるハイ信号を受けてオンに
なることで、電池電源７は、蓄電用スイッチ４２および昇圧チョッパ回路部１０を通して
、蓄電素子６に電力を供給する。すなわち、矢印ｉｂの電流が、電池電源７から、蓄電用
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スイッチ４２およびダイオード１８を通り、蓄電素子６へと流れる。昇圧チョッパ回路部
１０は、インダクタ８およびスイッチング素子９により、電池電源７から提供される電力
の昇圧を開始し、昇圧された電力を蓄電素子６に供給する。
【００７１】
　昇圧チョッパ回路部１０において、蓄電用比較器１７は、入力端子Ｉｎ（＋）に入力さ
れる、蓄電素子６に蓄電すべき予め定められた電圧値４Ｖｆと、入力端子Ｉｎ（－）に入
力される地点リの分圧抵抗１１、１２の電圧値とを比較している。なお、地点リの電圧値
は、蓄電素子６に実際に蓄電されている電力の分圧電圧値を示す。
【００７２】
　時刻ｔ０では、地点リにおける電圧値が０Ｖｆであり、４Ｖｆよりも低いので、蓄電用
比較器１７は、発振駆動手段１６に対してハイ信号を送出し、地点ワにおける出力をロー
からハイにする。発振駆動手段１６は、蓄電用比較器１７からのハイ信号を受けて、スイ
ッチング素子９のオンとオフとを連続で切替えて、インダクタ８を流れる電荷を昇圧する
。
【００７３】
　時刻ｔ１において、蓄電素子６は、電圧Ｖｃ（本実施形態においては４Ｖｆ）となるま
で電力を蓄電している。蓄電用比較器１７は、入力端子Ｉｎ（－）に地点リにおける４Ｖ
ｆを超える電圧値が入力されると、発振駆動手段１６にロー信号を送出し、地点ワの出力
をハイからローにする。発振駆動手段１６は、ロー信号を受け取って、スイッチング素子
９のオンとオフとの連続切替を停止して、昇圧チョッパ回路部１０の昇圧動作を停止する
。これにより、蓄電素子６は、電圧値４Ｖｆを超える電力の蓄電を停止する。
【００７４】
　時刻ｔ２において、携帯機器２０の撮像ボタンが操作されたとして、ストロボ装置４３
は、発光素子３０、３１、３２を発光する第１の発光状態になる。第１の発光状態になる
と、駆動手段３４は、全ての発光素子３０、３１、３２に蓄電素子６の電力を供給する。
【００７５】
　すなわち、カメラ部１３が制御部１４にストロボを発光する信号を送出と、制御部１４
は、ストロボ装置１９の蓄電状態を解除すべく、蓄電用スイッチ４２に対してロー信号を
送出して、地点イにおける出力をハイからローにする。蓄電用スイッチ４２は、制御部１
４からのロー信号を受け取って、オフになり、電池電源７と蓄電素子６との接続を遮断す
る。そして、制御部１４は、駆動手段３４を駆動すべく、駆動部３５、第１ＡＮＤゲート
３８、および第２ＡＮＤゲート３９にハイ信号を送出し、地点ヘの出力をローからハイに
する。
【００７６】
　第１発光用比較器３６および第２発光用比較器３７のそれぞれは、地点リから入力端子
Ｉｎ（＋）に入力されている３Ｖｆ、２Ｖｆよりも大きい電圧値４Ｖｆを得るので、ロー
信号を第１ＡＮＤゲート３８および第２ＡＮＤゲート３９に送出する。第１ＡＮＤゲート
３８および第２ＡＮＤゲート３９のそれぞれは、第１発光用比較器３６および第２発光用
比較器３７のそれぞれからロー信号を得るので、第１発光制御スイッチ４０および第２発
光制御スイッチ４１にロー信号を送出し、地点ヌおよび地点ルにおける出力を共にローに
する。第１発光制御スイッチ４０および第２発光制御スイッチ４１のそれぞれは、第１Ａ
ＮＤゲート３８および第２ＡＮＤゲート３９のそれぞれからロー信号を得るので、共にオ
フになる。また、第１ＡＮＤゲート３８および第２ＡＮＤゲート３９のそれぞれは、ロー
信号を駆動部３５に送出し、駆動部３５は、ロー信号を得て、第１発光素子３０、第２発
光素子３１および第３発光素子３２の全てを発光する抵抗値に変更する。
【００７７】
　駆動部３５は、制御部１４からのハイ信号を受けて、蓄電素子６から第１発光素子３０
、第２発光素子３１および第３発光素子３２へ電力を供給する回路を点灯駆動する。回路
が点灯駆動されることで、蓄電素子６は、第１発光素子３０、第２発光素子３１、および
第３発光素子３２へ蓄電している４Ｖｆの電力の供給を開始する。また、駆動部３５が有
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する制限抵抗（図示しない）には、電流値ｉａ（本実施形態においては５００ｍＡ）が流
れる。なお、蓄電素子６が第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２
に電力を供給することで、地点リの電圧値が４Ｖｆを下回ることとなる。蓄電用比較器１
７は、地点リから４Ｖｆを下回る電圧値を得るので発振駆動手段１６にハイ信号を送出し
て発振駆動手段１６を起動する。しかしながら、蓄電用スイッチ４２がオフになっている
ので、昇圧チョッパ回路部１０には電池電源７から電力が供給されず、昇圧チョッパ回路
部１０は、蓄電素子６に昇圧された電力を供給しない。
【００７８】
　蓄電素子６から供給される電力は、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発
光素子３２に提供され、電流が矢印ｉａ１の回路を流れるので、ストロボ装置１９が発光
する光量は、第１発光素子３０、第２発光素子３１および第３発光素子３２の３つの発光
素子が発光する光量となる。
【００７９】
　時刻ｔ３において、第１発光素子３０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２が
発光して電力を消費し続けていることで、蓄電素子６に蓄電されている電力の電圧値は３
Ｖｆまで落ちる。すなわち、蓄電素子６が蓄電している電力の電圧値は、第１発光素子３
０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２の点灯電圧の総和と等しくなる。このと
き、ストロボ装置４３は、発光素子３１、３２を発光する第２の発光状態になる。第２の
発行状態になると、発光素子３１、３２に蓄電素子６の蓄電している電力を供給する。
【００８０】
　第１発光用比較器３６は、地点リから得られる電圧３Ｖｆと、入力端子Ｉｎ（＋）に入
力されている電圧３Ｖｆとが等しくなるので、ハイ信号を第１ＡＮＤゲート３８に送出す
る。第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光用比較器３６から得られるハイ信号と、制御部１
４から得られるハイ信号とから、第１発光制御スイッチ４０に対してハイ信号を出力して
、地点ヌにおける出力をハイにする。
【００８１】
　また、第１ＡＮＤゲート３８は、ハイ信号を駆動部３５にも送出し、駆動部３５は、ハ
イ信号を得ることで、制限抵抗の抵抗値を変更する。たとえば、本実施形態においては、
駆動部３５は、制限抵抗の抵抗値を時刻ｔ２における抵抗値の２／３とする。
【００８２】
　第１発光制御スイッチ４０がハイ信号を受け取ってオンになることで、電流は、矢印ｉ
ａ２のように、第１発光制御スイッチ４０、第２発光素子３１、第３発光素子３２、およ
び駆動部３５を流れる。制限抵抗の抵抗値がｔ２における抵抗値の２／３になっているの
で、第２発光素子３１および第３発光素子３２に流れる電流値は、７５０ｍＡになる。
【００８３】
　第２発光素子３１および第３発光素子３２に流れる電流値は、時刻ｔ２において第１発
光素子３０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２に流れていた電流値５００ｍＡ
の１．５倍の７５０ｍＡとなる。したがって、ストロボ装置４３が発光する光量は、第１
発光素子３０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２の発光していた光量と変わら
ない。
【００８４】
　時刻ｔ４において、第２発光素子３１および第３発光素子３２が発光して電力を消費し
続けていることで、蓄電素子６に蓄電されている電力の電圧値は、第２発光素子３１およ
び第３発光素子３２の点灯電圧の総和２Ｖｆと等しくなる。第２発光用比較器３７は、地
点リから得られる電圧値２Ｖｆと入力端子Ｉｎ（＋）に入力される電圧値２Ｖｆとが等し
くなることで、第２ＡＮＤゲート３９にハイ信号を送出する。
【００８５】
　第２ＡＮＤゲート３９は、第２発光用比較器３７から得られるハイ信号と、制御部１４
から得られるハイ信号とから、第２発光制御スイッチ４１および駆動部５に対してハイ信
号を出力して、地点ルにおける出力をローからハイにする。第２発光制御スイッチ４１は
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、ハイ信号を受け取ることでオンになり、第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光制御スイッ
チ４０からハイ信号を受け取り続けているのでオンのまま変わらない。駆動部３５は、第
２ＡＮＤゲート３９からハイ信号を得ることで、制限抵抗の抵抗値をさらに変更する。た
とえば、本実施形態においては、制限抵抗の抵抗値を時刻ｔ２における抵抗値の１／３に
する。
【００８６】
　第２発光制御スイッチ４１がオンになることで、蓄電素子６から供給される電流は、矢
印ｉａ３のように、第１発光制御スイッチ４０、第２発光制御スイッチ４１、第３発光素
子３２、および駆動部３５を流れることになる。制限抵抗の抵抗値が時刻ｔ２における抵
抗値の１／３になっているので、第３発光素子３２に流れる電流値は、時刻ｔ２における
電流値の３倍の１５００ｍＡとなる。したがって、ストロボ装置４３が発光する光量は、
時刻ｔ２において第１発光素子３０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２の発光
していた光量と変わらない。
【００８７】
　時刻ｔ５において、第３発光素子３２が発光して電力を消費し続けていることで、蓄電
素子６に蓄電されている電力の電圧値は、第３発光素子３２の点灯電圧１Ｖｆと等しくな
る。
【００８８】
　蓄電素子６の蓄電電圧が１Ｖｆ未満になると、蓄電素子６から第３発光素子３２に供給
可能な電圧は、第３発光素子３２の点灯電圧１Ｖｆを下回ってしまうので、第３発光素子
３２は発光しなくなる。そこで、制御部１４は、電池電源７から蓄電素子６に電力を供給
して蓄電状態にするために、蓄電用スイッチ４２にハイ信号を送出して、地点ワで得られ
る出力をローからハイにする。また、制御部１４は、駆動部３５、第１ＡＮＤゲート３８
、および第２ＡＮＤゲート３９にロー信号を送出して、地点ヲで得られる出力をハイから
ローにする。
【００８９】
　蓄電用スイッチ４２は、ハイ信号を受けて電池電源７と蓄電素子６とを接続する回路を
オンにし、駆動部３５は、ロー信号を受けて蓄電素子６と第１発光素子３０、第２発光素
子３１、および第３発光素子３２とを接続する回路をオフにする。同様に、第１ＡＮＤゲ
ート３８および第２ＡＮＤゲート３９は、ロー信号を受けてそれぞれ第１発光制御スイッ
チ４０および第２発光制御スイッチ４１にロー信号を送出して、、地点ヌおよび地点ルに
おける出力を共にハイからローにする。第１発光制御スイッチ４０および第２発光制御ス
イッチ４１は、それぞれロー信号を受けることで、オフになる。
【００９０】
　また、第１ＡＮＤゲート３８および第２ＡＮＤゲート３９のそれぞれは、駆動部３５に
ロー信号を送出し、駆動部３５は、ロー信号を得て制限抵抗の抵抗値を、第１発光素子３
０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２を発光する場合の抵抗値に変更する。
【００９１】
　蓄電素子６は、時刻ｔ０における場合と同様に、電池電源７から供給される、昇圧チョ
ッパ回路部１０で昇圧される電力を蓄電する。なお、電池電源７から蓄電素子６への蓄電
におけるその他の各構成の作用は、時刻ｔ０における場合と同様であるので、ここでは説
明を省略する。
【００９２】
　時刻ｔ６において、蓄電素子６の蓄電途中でカメラ部１３から発光素子を発光する信号
が入力されると想定して、ストロボ装置４３は、蓄電素子６の蓄電を中止して発光素子を
発光する。制御部１４は、カメラ部１３からストロボを発光する信号を受けて、蓄電用ス
イッチ４２にロー信号を送出し、地点ワにおける出力をハイからローにする。蓄電用スイ
ッチ４２は、ロー信号に応じて、電池電源７と蓄電素子６を接続する回路をオフにする。
【００９３】
　また、制御部１４は、駆動部３５、第１ＡＮＤゲート３８、および第２ＡＮＤゲート３
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９にハイ信号を送出して、地点ヲにおける出力をローからハイにする。
【００９４】
　この時点で、蓄電素子６には電圧値３Ｖｆの電力が蓄電されており、第１発光用比較器
３６は、地点リから得られる３Ｖｆの電圧値と入力端子Ｉｎ（＋）から得られる３Ｖｆと
から、ハイ信号を第１ＡＮＤゲート３８に供給する。第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光
用比較器３６から得られるハイ信号と、制御部１４から得られるハイ信号とから、第１発
光制御スイッチ４０にハイ信号を送出し、地点ヌにおける出力をローからハイにする。
【００９５】
　また、第１ＡＮＤゲート３８は、ハイ信号を駆動部３５にも送出し、駆動部３５は、ハ
イ信号を得ることで制限抵抗の抵抗値を変更する。たとえば、本実施形態においては、制
限抵抗の抵抗値を時刻ｔ２における抵抗値の２／３にする。
【００９６】
　第１発光制御スイッチ４０は、ハイ信号を受けることでオンになるり、蓄電素子６から
供給される電力を第２発光素子３１および第３発光素子３２に供給する。すなわち、矢印
ｉａ２のように、蓄電素子６から供給される電流は、第１発光制御スイッチ４０、第２発
光素子３１、第３発光素子３２、および駆動部３５を流れる。制限抵抗の抵抗値が２／３
．になっているので、第２発光素子３１および第３発光素子３２に流れる電流値は、７５
０ｍＡになり、ストロボ装置４３が発光する光量は、時刻ｔ２において、第１発光素子３
０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２を発光する場合の光量と変わらない。
【００９７】
　時刻ｔ７において、第２発光素子３１および第３発光素子３２が電力を消費し続けてい
ることで、蓄電素子６に蓄電されている電力の電圧値は、第２発光素子３１および第３発
光素子３２の点灯電圧の総和２Ｖｆと等しくなる。第２発光用比較器３７は、地点リから
得られる電圧値２Ｖｆと、入力端子Ｉｎ（＋）に入力される電圧値２Ｖｆが等しくなるの
で、ハイ信号を第２ＡＮＤゲート３９に送出する。
【００９８】
　第２ＡＮＤゲート３９は、第２発光用比較器３７から得られるハイ信号と制御部１４か
ら得られるハイ信号とから、第２発光制御スイッチ４１および駆動部３５に対してハイ信
号を出力し、地点ルにおける出力をローからハイにする。第２発光制御スイッチ４１は、
ハイ信号を受け取ることでオンになり、第１ＡＮＤゲート３８は、第１発光制御スイッチ
４０からハイ信号を受け取り続けているので、オンのまま変わらない。駆動部３５は、第
２ＡＮＤゲート３９からハイ信号を得ることで、制限抵抗の抵抗値をさらに変更する。た
とえば、本実施形態においては、制限抵抗の抵抗値を時刻ｔ２における抵抗値の１／３に
する。
【００９９】
　第２発光制御スイッチ４１がオンになることで、蓄電素子６から供給される電流は、矢
印ｉａ３のように、第１発光制御スイッチ４０、第２発光制御スイッチ４１、第３発光素
子３２、および駆動部３５を流れることになる。制限抵抗の抵抗値が時刻ｔ２における抵
抗値の１／３になっているので、第３発光素子３２に流れる電流値は、１５００ｍＡとな
り、ストロボ装置４３が発光する光量は、時刻ｔ２において第１発光素子３０、第２発光
素子３１、および第３発光素子３２の発光していた光量と変わらない。
【０１００】
　時刻ｔ８において、第３発光素子３２が電力を消費し続けていることで、蓄電素子６に
蓄電されている電力の電圧値は、第３発光素子３２の点灯電圧１Ｖｆと等しくなる。以後
の蓄電状態への移行については、上述の時刻ｔ５での状態と同じであるので、ここでは説
明を省略する。
【０１０１】
　そして、時刻ｔ９において、蓄電素子６が電圧値４Ｖｆとなるまで電力を蓄電すると、
蓄電用比較器１７は、地点リにおける電圧値が入力端子Ｉｎ（＋）から得られる電圧値４
Ｖｆを超えるので、ロー信号を発振駆動手段１６に送出し、地点ワの出力をハイからロー
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にする。発振駆動手段１６は、ロー信号を受け取って、スイッチング素子９のオンとオフ
との連続切替を停止し、昇圧チョッパ回路部１０の昇圧動作を停止する。これにより、蓄
電素子６は、電圧値４Ｖｆを超える電力の蓄電を停止する。
【０１０２】
　以上より、本実施形態に係るストロボ装置４３によれば、蓄電素子６の供給可能な電力
に応じて、発光する発光素子３０、３１、３２の数を変更すると共に、制限抵抗の抵抗値
を変更しているので、全ての発光素子３０、３１、３２を発光した場合の発光量を確保で
きる。したがって、発光素子３０、３１、３２の発光できない時間を短縮でき、撮影タイ
ミングを逃さすことなく発光素子を発光できる。また、蓄電素子６の容量を大きくせずと
も発光素子３０、３１、３２を発光させることができるので、部品を大型化する必要がな
い。
【０１０３】
　なお、本発明に係るストロボ装置は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、
本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。上記し
た複数の実施形態の構成や方法等を任意に採用して組み合わせてもよく（１つの実施形態
に係る構成や方法等を他の実施形態に係る構成や方法等に適用してもよく）、さらに、下
記する各種の変更例に係る構成や方法等を任意に選択して、上記した実施形態に係る構成
や方法等に採用してもよいことは勿論である。
【０１０４】
　例えば、発光素子３０、３１、３２は３つを例として説明したが、この数には限定され
ない。また、同様にスイッチ用の比較器を２つで説明したが、この数に限定されない。ま
た、第１発光素子３０、第２発光素子３１、および第３発光素子３２を一つずつ迂回する
ことを説明したが、複数個ずつ迂回してもよい。また、第１発光素子３０、第２発光素子
３１、および第３発光素子３２のそれぞれは、点灯電圧がそれぞれ異なっていても良い。
また、本実施形態における電流値、抵抗値、および電圧値は一例であり、設計を変更して
これらの値を変えてもかまわない。
【０１０５】
　また、ストロボ装置１９においても、ストロボ装置４３においても、時刻ｔ６において
、３Ｖｆまで蓄電素子６が蓄電されるタイミングで、発光素子を発光する例を一例として
説明した。ここで、蓄電素子６が１Ｖｆを超えて蓄電されていれば、いずれのタイミング
であっても、発光素子を発光することができる。これにより、シャッターチャンスを逃す
ことなく、ストロボ装置１９またはストロボ装置４３を発光することができる。
【０１０６】
　また、駆動部３５の制限抵抗により発光素子の発光電流を設定したが、例えば定電流機
能等の他の手段で発光電流を設定しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明に係るストロボ装置および携帯機器は、全ての発光素子を点灯できない場合であ
っても、一部の発光素子を点灯することを可能とすることが必要なストロボ装置および携
帯機器の用途に適用できる。
【符号の説明】
【０１０８】
１９　ストロボ装置
２０　携帯機器
３０　第１発光素子
３１　第２発光素子
３２　第３発光素子
３４　駆動手段
３５　駆動部
３６　第１発光用比較器
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３７　第２発光用比較器
３８　第１ＡＮＤゲート
３９　第２ＡＮＤゲート
４０　第１発光制御スイッチ
４１　第２発光制御スイッチ
４２　蓄電用スイッチ
４３　ストロボ装置
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